
令和５年度 第１１回富里市教育委員会定例会議 

日時：令和６年２月２６日（月） 

 午後２時から 

場所：本庁舎３階第３会議室 

 

  会 議 次 第 

 

１ 教育長開会宣言 

 

２ 前回会議録の承認 

 

３ 教育長報告 

 

４ 教育委員報告 

 

５ 専決処分の報告 

 (1) 行事の共催について（生涯学習課） 

 

６ 議案 

(1) 富里市立幼稚園児預かり保育に関する規則の一部を改正する規則の制定について

（学校教育課） 

 

７ 協議事項 

(1) 令和６年度とみさと教育プランについて（教育総務課） 

  (2) 学校給食センターの管理及び運営に関する規則の一部を改正する規則の制定につい     

   て（学校教育課） 

 

８ 報告事項 

(1) 月例報告 

 

９ その他 

 

10 教育長閉会宣言 



教 育 長 報 告 

 

１ 教育長出席行事・会議等                            

 

１月３０日 第１０回教育委員会定例会議（本庁舎３階第３会議室） 

 ２月 ８日 創年セミナー閉講式（中央公民館４階大会議室） 

    ９日 富里市校長会（七栄小学校） 

 富里市いじめ問題対策連絡協議会（中央公民館４階大会議室） 

   １４日 鬼ごっこを取り入れた幼児期の運動遊び事業（向台こども園） 

   １５日 富里市議会定例会（３月）に伴う定例記者会見（すこやかセンター２階会議室１） 

   １７日 とみっこ大学修了式（中央公民館４階大会議室） 

２１日 富里市議会定例会 ～３月１８日まで 

２５日 第４４回富里市柔・剣道大会（社会体育館２階アリーナ） 

２６日 令和５年度富里市就学区域審議会（富里中央公民館２階研修室） 

 第１１回教育委員会定例会議（本庁舎３階第３会議室） 

 

（予 定） 

 ３月 ２日 富里市スポーツ少年団ボッチャ大会（社会体育館２階アリーナ） 

８日 市内中学校卒業式 

１４日 市立幼稚園卒園式 

   １５日 市内小学校卒業式 

   １９日 富里市図書館協議会（富里市立図書館） 

２６日 第１２回教育委員会定例会議（本庁舎３階第３会議室） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 



報告第１号 

 

専決処分の報告について 

 

富里市教育委員会行政組織規則第１２条第５号の規定により、行事の共催に

ついて下記のとおり専決処分したので報告します。 

 

令和６年２月２６日提出 

 

富里市教育委員会教育長   野 光 好 

 

記 

１ 行 事 名 こども達と創る芸術事業 

～藝術劇場かなでるみらいのあしおと～ 

２ 共 催 者 Dream Land Circus with Bad Company 

３ 期    日 令和６年２月５日（月）～令和７年３月３１日（月） 

４ 場    所 富里中央公民館講堂 

５ 共 催 内 容 名義使用、会場提供 

６ 専決年月日 令和６年２月５日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 



 

３ 

議案第１号 

 

   富里市立幼稚園児預かり保育に関する規則の一部を改正する規則の制定

について 

 

富里市立幼稚園児預かり保育に関する規則の一部を改正する規則を次のよう

に制定する。 

 

令和６年２月２６日提出 

 

富里市教育委員会教育長   野 光 好   

 

富里市立幼稚園児預かり保育に関する規則の一部を改正する規則 

 

富里市立幼稚園児預かり保育に関する規則（平成１３年教育委員会規則第４

号）の一部を次のように改正する。 

第６条を次のように改める。 

（実施時間） 

第６条 預かり保育を実施する時間は、別表に掲げるとおりとする。ただし、

特に必要があると認めるときは、園長は、これを変更することができる。 

附則の次に次の別表を加える。 

別表（第６条関係） 

 １ 幼稚園の教育課程に係る教育時間の終了後において実施する場合 

名称 実施時間 

浩養幼稚園 教育時間終了後から午後５時まで 

富里幼稚園 教育時間終了後から午後７時まで 

 ２ 富里市立幼稚園管理規則第１４条の２第１項第１号から第４号までに規

定する休業日（幼稚園行事等により登園する日を除く。）において実施

する場合 

名称 実施時間 

浩養幼稚園 午前８時から午後５時まで 

富里幼稚園 午前７時から午後７時まで 

 

 



 

４ 

 ３ 幼稚園の教育課程に係る教育時間の開始前において実施する場合 

名称 実施時間 

浩養幼稚園 午前８時から教育時間開始前まで 

富里幼稚園 午前７時から教育時間開始前まで 

別記第１号様式を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

５ 
 

別記 

第１号様式（第７条関係） 

 

富里市立幼稚園預かり保育利用申請書 

 

                          年  月  日  

 富里市立  幼稚園長   様 

 

             保護者住   所  

                氏   名  

                電 話 番 号       

 下記のとおり預かり保育（    月分）の利用を申請します。 

記 

園 児 氏 名                      （  ）歳児 

預
か
り
保
育
利
用
時
間 

月
単
位 

預かり保育提供日全日 開始 ： 終了 ： 

利
用
日
単
位 

希望日         

開 始 : : : : : : : : 

終 了 : : : : : : : : 

希望日         

開 始 : : : : : : : : 

終 了 : : : : : : : : 

希望日        

 開 始 : : : : : : : 

終 了 : : : : : : : 

申請の理由 
 

 

保 護 者 の      

緊急連絡先 
 

預かり保育利用時間欄の記載要領 

・授業日の朝のみ利用する場合は、希望日の開始時間を記入してください。 

・授業日の夕方のみ利用する場合は、希望日の終了時間を記入してください。 

・長期休業日に利用する場合は、希望日の開始及び終了時間を記入してください。 



 

６ 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和６年４月１日から施行する。 

（準備行為） 

２ この規則による改正後の富里市立幼稚園児預かり保育に関する規則の規定

による預かり保育の申請に関し必要な手続その他の準備行為は、この規則

の施行の日前においても行うことができる。 



 

７ 

議案第１号 

 

   富里市立幼稚園児預かり保育に関する規則の一部を改正する規則の制定

について（概要） 

 

１ 改正理由 

市立幼稚園（富里幼稚園及び浩養幼稚園）の預かり保育を利用する子育て

世帯の利便性向上を図るため、預かり保育の実施時間を令和６年４月から拡

張するものです。 

 

２ 改正内容 

  預かり保育を次のとおり実施します。 

 （１） 幼稚園の教育課程に係る教育時間の終了後において実施する場合 

名称 実施時間 

浩養幼稚園 教育時間終了後から午後５時まで 

富里幼稚園 教育時間終了後から午後７時まで 

 （２） 休業日（夏季休業日、冬季休業日等）において実施する場合 

名称 実施時間 

浩養幼稚園 午前８時から午後５時まで 

富里幼稚園 午前７時から午後７時まで 

 （３） 幼稚園の教育課程に係る教育時間の開始前において実施する場合  

名称 実施時間 

浩養幼稚園 午前８時から教育時間開始前まで 

富里幼稚園 午前７時から教育時間開始前まで 

 

３ 施行期日 

  令和６年４月１日 



( 1/3 ) 

議案第１号 

 

富里市立幼稚園児預かり保育に関する規則の一部を改正する規則新旧対照表 

改正後 改正前 

 （実施時間）  （実施時間） 

第６条 預かり保育を実施する時間は、別表に掲げるとおりとする。ただし、特に必要

があると認めるときは、園長は、これを変更することができる。 

第６条 預かり保育を実施する時間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号

に定めるとおりとする。ただし、特に必要があると認めるときは、園長は、これを変

更することができる。 

 (１) 幼稚園の教育課程に係る教育時間の終了後において実施する場合 当該終了後

から午後５時まで 

 (２) 富里市立幼稚園管理規則第14条の２第１項第１号から第４号までに規定する休

業日（幼稚園行事等により登園する日を除く。）において実施する場合 午前８時

30分から午後５時まで 

 

別表（第６条関係）  

１ 幼稚園の教育課程に係る教育時間の終了後において実施する場合  

名称 実施時間 

浩養幼稚園 教育時間終了後から午後５時まで 

富里幼稚園 教育時間終了後から午後７時まで 
 

 

 ２ 富里市立幼稚園管理規則第14条の２第１項第１号から第４号までに規定する休業

日（幼稚園行事等により登園する日を除く。）において実施する場合 

 

名称 実施時間 

浩養幼稚園 午前８時から午後５時まで 

富里幼稚園 午前７時から午後７時まで 
 

 

３ 幼稚園の教育課程に係る教育時間の開始前において実施する場合  

名称 実施時間 

浩養幼稚園 午前８時から教育時間開始前まで 

富里幼稚園 午前７時から教育時間開始前まで 

  

 

  

  

  

yumiko.andou
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( 2/3 ) 

改正後 改正前 
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( 3/3 ) 

改正後 改正前 

附 則 

（施行期日）  

１ この規則は、令和６年４月１日から施行する。  

（準備行為）  

２ この規則による改正後の富里市立幼稚園児預かり保育に関する規則の規定による預

かり保育の申請に関し必要な手続その他の準備行為は、この規則の施行の日前におい

ても行うことができる。 

 

 

 

yumiko.andou
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協議事項１ 

 

   令和６年度とみさと教育プランについて 

 

 令和６年度とみさと教育プランについて、教育振興基本計画に沿って毎年度

見直しをしており、令和６年度版を策定するに当たり、協議する。 

 

  令和６年２月２６日提出 

 

             富里市教育委員会教育長  野 光 好    
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協議事項２ 

 

富里市学校給食センターの管理及び運営に関する規則の一部を改正する

規則の制定について 

 

 学校給食費について、現行の第３子以降無償化とあわせ、学習経費が小学校

よりも大きくなる中学校(３年間)の無償化を行うため、給食費の規定を改正す

るほか、所要の改正を行うことについて協議する。 

 

 令和６年２月２６日提出 

 

富里市教育委員会教育長  野 光 好 
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議案第 号 

 

富里市学校給食センターの管理及び運営に関する規則の一部を改正する

規則の制定について 

 

富里市学校給食センターの管理及び運営に関する規則の一部を改正する規則

を次のように制定する。 

 

令和６年 月 日提出 

 

富里市教育委員会教育長   野 光 好 

 

富里市学校給食センターの管理及び運営に関する規則の一部を改正する

規則 

富里市学校給食センターの管理及び運営に関する規則（昭和４８年教育委員

会規則第２号）の一部を次のように改正する。 

第４条第１項中「前月」を「前々月」に改める。 

第８条第４項中「又は中学校」を削り、「を無料とする。」を「を負担しな

いものとする。」に改め、第８条に次の一項を加える。 

５ 第１項の規定にかかわらず、富里市立中学校に在籍している生徒の保護者

が次の各号のいずれかに該当するときは、生徒に係る給食費を負担しないも

のとする。 

 （１） 次のいずれにも該当すること。 

ア 教育長が別に定める日において、扶養する子と生計を一にしているこ

と。 

イ 市内に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に記録されていること。た

だし、やむを得ない理由により本市の住民基本台帳に記録されることが

困難であると教育長が認めるときは、当該住民基本台帳に記録されてい

ることを要しない。 

ウ 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第１３条に規定する教育扶

助又は富里市就学援助費支給規則（平成２３年教育委員会規則第２号）

に基づく就学援助費の支給を受けていないこと。 

 （２） 前号に掲げるもののほか、教育長が特別な事情があると認めるとき。 

第１２条第４項中「学校長による集金又は」を削る。 

 別記第１号様式中「印」を削る。 

(案) 
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 別記第２号様式中「印」を削る。 

 別記第３号様式中「印」を削る。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和６年４月１日から施行する。 
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議案第 号 

 

   富里市学校給食センターの管理及び運営に関する規則の一部を改正する

規則の制定について（概要） 

 

１ 改正理由 

 学校給食費について、現行の第３子以降無償化とあわせ、学習経費が小学

校よりも大きくなる中学校(３年間)の無償化を行うため、給食費の規定を改

正するほか、所要の改正を行うものです。 

 

２ 改正内容 

 （１） 中学校無償化 

   次のいずれにも該当する場合、現行の第３子以降無償化とあわせ、本市

立中学校に在籍している生徒の給食費を無償とします。 

  ア 生徒と同一生計であること。 

  イ 市内に居住していること。 

  ウ 生活保護制度又は就学援助制度で給食費の支援を受けていないこと。  

  ※上記のほか、教育長が特別な事情があると認めるとき。 

 （２） 給食受給報告書の提出期限 

 （３） 口座振替を希望しない保護者の納付 

 （４） 申請様式等 

 

３ 施行期日 

  令和６年４月１日 

(案) 



1/5 

議案第 号 

 

富里市学校給食センターの管理及び運営に関する規則の一部を改正する規則新旧対照表 

改正後 改正前 

（業務） （業務） 

第４条 給食センターを利用して給食を実施する学校長は、当該月の前々月の５日

までに給食受給報告書（別記第２号様式）を所長に提出しなければならない。 

第４条 給食センターを利用して給食を実施する学校長は、当該月の前月の５日ま

でに給食受給報告書（別記第２号様式）を所長に提出しなければならない。 

  

（給食費） （給食費） 

第８条 （略） 第８条 （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 第１項の規定にかかわらず、扶養する子が３人以上いる保護者が次の各号のい

ずれかに該当するときは、当該保護者の毎年の申請（教育長が別に定める期限内

にされたものに限る。）に基づき、その扶養する子のうち、富里市立小学校に在

学する第３子以降の者（当該扶養する子のうち最年長者及び２番目の年長者であ

る者を除いた者をいう。）に係る給食費を負担しないものとする。 

４ 第１項の規定にかかわらず、扶養する子が３人以上いる保護者が次の各号のい

ずれかに該当するときは、当該保護者の毎年の申請（教育長が別に定める期限内

にされたものに限る。）に基づき、その扶養する子のうち、富里市立小学校又は

中学校に在学する第３子以降の者（当該扶養する子のうち最年長者及び２番目の

年長者である者を除いた者をいう。）に係る給食費を無料とする。 

(１)・(２) （略） (１) 次のいずれにも該当すること。 

５ 第１項の規定にかかわらず、富里市立中学校に在籍している生徒の保護者が次

の各号のいずれかに該当するときは、生徒に係る給食費を負担しないものとす

る。 

 

(１) 次のいずれにも該当すること。  

ア 教育長が別に定める日において、扶養する子と生計を一にしていること。  

イ 市内に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に記録されていること。ただし、

やむを得ない理由により本市の住民基本台帳に記録されることが困難であ

ると教育長が認めるときは、当該住民基本台帳に記録されていることを要し

ない。 

 

ウ 生活保護法（昭和25年法律第144号）第13条に規定する教育扶助又は富里

市就学援助費支給規則（平成23年教育委員会規則第２号）に基づく就学援助

費の支給を受けていないこと。 

 

(案) 

yumiko.andou
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2/5 

改正後 改正前 

(２) 前号に掲げるもののほか、教育長が特別な事情があると認めるとき。  

  

（給食費の納付） （給食費の納付） 

第12条 （略） 第12条 （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 口座振替を希望しない保護者等は、納入通知書により給食費を納付するものと

する。 

４ 口座振替を希望しない保護者等は、学校長による集金又は納入通知書により給

食費を納付するものとする。 

  

   附 則  

 この規則は、令和６年４月１日から施行する。  

  

yumiko.andou
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3/5 

改正後 改正前 
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4/5 

改正後 改正前 
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改正後 改正前 
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報告事項１ 

月 例 報 告（２月） 

                                 教育総務課 

 

１ 月例報告 

日 曜日 内  容 場  所 出 席 者 

２ 金 部課長会議 
すこやかセンター２階

総合健診室 
教育長・部長・課長 

13 火 
部長会議 本庁舎第３会議室 教育長・部長 

第11回教育委員会課長会議 教育長室 教育長・部長・課長・課長補佐 

15 木 
富里市議会定例会（３月）に

伴う定例記者会見 

すこやかセンター２階

会議室１ 
教育長・部長 

21 水 富里市議会定例会（～3/18） 議場 他 教育長・部長・課長 

26 月 
部長会議 本庁舎第３会議室 教育長・部長 

第11回教育委員会定例会議 本庁舎・第３会議室 教育長・部長・課長・課長補佐 

 

２ ３月の予定 

日 曜日 内  容 場  所 出 席 者 

１ 金 部課長会議 
すこやかセンター２階 

総合健診室 
教育長・部長・課長 

11 月 
部長会議 本庁舎第３会議室 教育長・部長 

第12回教育委員会課長会議 教育長室 教育長・部長・課長・課長補佐 

25 月 部長会議 本庁舎第３会議室 教育長・部長 

26 火 第12回教育委員会定例会議 本庁舎・第３会議室 教育長・部長・課長・課長補佐 
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　月 例 報 告（２月）
  学校教育課(学事班・指導班・給食センター）

1

日 曜日 内　　　容 場　所 出席者

7 水 教務主任研修会 富里中央公民館１階サークル室 教務主任・指導主事

9 金 校長会議 七栄小学校 教育長・部長・課長・主幹

13 火
富里市外国語指導助手派遣業務委
託業者選定（プロポーザル）

富里中央公民館２階研修室大
富里市外国語指導助手
派遣業務委託業者選定委員

14 水 とみの国検定推進委員会議 富里中央公民館２階研修室大 とみの国検定担当教諭・指導主事

16 金 スマホ・ケータイ出前授業 七栄小学校
６年生・保護者・消費生活相
談員・商工観光課職員・指導
主事

22 木
第２回八街市・富里市学校事務共
同実施運営協議会

富里中央公民館４階大会議室
八街市・富里市学校事務
共同実施運営協議会

26 月 就学区域審議会 富里中央公民館２階研修室 教育長・部長・課長

2

日 曜日 内　　　容 場　所 出席者

8 金 市立中学校卒業式 各中学校 各来賓等

15 金 市立小学校卒業式 各小学校 各来賓等

21 木 外国語指導補助員会議 富里中央公民館１階サークル室 外国語指導補助員・指導主事

22 金 市立小中学校終了式 各小中学校

３月の予定

月例報告
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令和５年度  第１０回 校 長 会 議 

 

日時：令和６年２月９日（金）１０:００～ 

会場：七栄小学校 

 

  ◎ 各課から    

  ・教育総務課より（令和６年度中学生議会・年度末における学校配当予算の伝票処理） 

 

  ◎ 教育長から 

 

  ◎ 学校教育課から                      

                                                                           

    （１）学校教育課長から 

    １ 学校運営について 

    ２ 教職員の服務関係について 

    ３ その他 

 

  （２）連絡事項 

          ・学校給食学校別残食率（１２月）          【資料１】 

・富里市令和５年度長欠率（１２月）         【資料２】 

・富里小学校コンピューター室改修工事に係る教材備品の 

移管について（依頼）               【資料３】 

 

 

  （３）その他 

     ・ 

 

◎ 教育部長から 

 

 

 

 ※次回校長会（案）３月 日（ ）１３：３０～ 会場：富里中学校 



期間：R5.4.1～R6.1.31まで

学校名 給食費 徴収額 未納額
徴収率
　　(A)

前年度同
期

徴収率(B)

比較
(A)-(B)

富 里 小 24,736,695 23,142,065 1,594,630 93.55% 95.78% △ 2.23

富里第一小 4,926,030 4,855,040 70,990 98.56% 98.30% 0.26

富 里 南 小 13,224,490 12,635,945 588,545 95.55% 97.64% △ 2.09

浩 養 小 2,958,880 2,873,570 85,310 97.12% 97.27% △ 0.15

日 吉 台 小 13,064,630 12,858,040 206,590 98.42% 99.03% △ 0.61

根 木 名 小 5,280,470 5,096,380 184,090 96.51% 97.48% △ 0.97

七 栄 小 10,981,445 10,634,595 346,850 96.84% 97.93% △ 1.09

富 里 中 31,172,650 29,883,820 1,288,830 95.87% 95.99% △ 0.12

富 里 北 中 7,465,915 7,188,805 277,110 96.29% 96.48% △ 0.19

富 里 南 中 10,787,730 10,159,880 627,850 94.18% 95.68% △ 1.50

浩 養 幼 1,375,260 1,263,340 111,920 91.86% 99.04% △ 7.18

富 里 幼 2,381,800 2,307,450 74,350 96.88% 98.22% △ 1.34

学 校 給 食
セ ン タ ー

2,862,250 2,862,250 0 100.00% 100.00% 0.00

合　計 131,218,245 125,761,180 5,457,065 95.84% 96.93% △ 1.09

令和５年度分学校給食費徴収状況一覧

令和6年1月31日現在

（単位：円）

準要保護児童生徒就学援助制度認定者分を除く累計額
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単位　％

年度 区分 4月 5月 6月 7月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年間

令和４年度 残食率 20.19 22.25 26.69 23.30 19.47 21.18 17.06 18.32 13.98 13.04 17.76 19.40

令和５年度 残食率 17.25 19.73 17.38 16.30 14.37 13.60 13.40 9.78 5.67

令和４年度 残食率 7.41 11.60 12.96 12.41 10.78 9.83 6.76 6.12 2.36 5.25 6.18 8.47

令和５年度 残食率 6.59 10.72 8.76 7.75 9.89 11.07 7.93 4.52 6.94

令和４年度 残食率 10.03 8.46 12.61 7.95 8.27 8.07 6.57 6.12 1.95 1.91 6.51 7.27

令和５年度 残食率 19.04 10.37 10.65 9.13 7.90 7.85 7.70 6.57 6.86

令和４年度 残食率 3.83 3.27 4.99 -0.43 1.75 4.22 -1.00 0.25 -9.29 2.24 3.65 1.37

令和５年度 残食率 4.68 4.98 3.10 3.00 3.98 -0.86 2.49 0.56 -1.94 

令和４年度 残食率 13.69 14.57 16.69 14.82 13.87 13.50 11.83 9.61 7.30 8.13 10.40 12.33

令和５年度 残食率 13.96 16.49 13.24 13.30 14.35 15.68 13.52 10.41 11.63

令和４年度 残食率 11.51 14.48 16.52 16.03 12.33 10.86 10.38 8.52 5.07 5.14 11.29 11.03

令和５年度 残食率 8.79 11.90 7.23 10.18 7.64 8.82 8.49 4.35 3.82

令和４年度 残食率 12.96 15.15 14.46 13.81 13.83 14.85 12.91 9.85 6.54 6.95 10.81 12.07

令和５年度 残食率 11.91 12.63 13.06 12.02 10.60 13.19 10.83 8.11 8.15

令和４年度 残食率 14.20 15.69 18.20 15.45 14.24 14.80 11.78 11.28 6.37 7.88 11.75 12.95

令和５年度 残食率 14.13 15.24 13.19 12.79 12.26 12.48 10.65 7.67 7.77

年度 区分 4月 5月 6月 7月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年間

令和４年度 残食率 7.76 7.00 10.99 9.54 12.20 8.11 8.91 3.95 0.56 3.23 5.01 7.19

令和５年度 残食率 5.71 6.42 5.68 6.77 5.03 5.99 2.31 0.72 0.62

令和４年度 残食率 -1.09 0.02 2.86 4.19 2.34 3.12 2.85 0.86 -1.43 2.98 3.77 1.86

令和５年度 残食率 0.13 -0.21 0.70 0.78 1.27 -0.01 -0.60 -1.84 -2.74 

令和４年度 残食率 3.33 6.03 11.24 8.45 10.49 11.31 9.82 7.76 3.35 6.31 -2.46 7.19

令和５年度 残食率 -0.16 0.17 0.35 -0.71 -0.29 1.37 0.91 0.07 -1.92 

令和４年度 残食率 5.89 6.72 10.44 9.10 10.28 9.12 9.76 6.12 3.38 6.04 4.75 7.54

令和５年度 残食率 4.53 5.30 5.01 4.95 4.95 5.41 3.68 2.09 1.48

令和４年度 残食率 11.02 12.29 15.24 13.06 12.97 12.77 11.16 9.22 5.64 7.27 9.45 11.01

令和５年度 残食率 10.11 11.51 9.97 9.73 9.72 9.80 7.94 5.34 5.30
小中学校全体

富里南小学校

浩養小学校

日吉台小学校

根木名小学校

七栄小学校

令和５年度  学校給食の学校別残食率

小学校全体

中学校全体

中学校名

小学校名

富里小学校

富里第一小学校

富里中学校

富里北中学校

富里南中学校
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月 例 報 告（２月） 

 

生涯学習課（社会教育班、文化資源活用班） 

１ 月例報告  

日 曜 内    容 担当班 場  所 出席者 

8 木 創年セミナー閉講式 社会教育班 公民館大会議室 
教育長、課長、 

担当 

17 土 とみっこ大学修了式 社会教育班 公民館大会議室 
教育長、課長、 

担当 

27 火 文化財審議会 文化資源活用班 公民館研修室 課長、担当 

 

（１）公民館利用状況（１月） 

施設名称 開館日数 利用団体数 利用者数（人） 利用者数累計（人） 

富里中央公民館 ２３ １４２ １，７６０  ３２，３０１ 

 

（２）埋蔵文化財所在の取扱いについて（確認）件数（１月） 

回 答 内 容  件  数 確認件数 確認件数累計 

遺跡あり回答 ２ 
３４ ４１３ 

遺跡なし回答 ３２ 

 

２ ３月予定  

日 曜 内    容 担当班 場  所 出席者 

６ 水 
令和５年度家庭教育学級長・主事

会議及び富里市親力UP講演会 
社会教育班 

公民館研修室 

公民館大会議室 
社会教育班 

２５ 月 文化財保存活用地域計画協議会 文化資源活用班 公民館研修室 課長、担当 
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月 例 報 告（２月） 

 

生涯学習課（スポーツ振興班） 

１ 月例報告  

日 曜 内   容 担当班 場 所 出席者 

  なし    

 

体育施設利用状況（１月分）  

施設名称 開館，開場日数 利用団体数 利用者数（人） 利用者数累計（人） 

社会体育館 23 185 4,034 36,008 

トレーニングルーム 23  315 3,619 

市営運動場 
テニス 27 56 327 3,636 

野球    2,755 

高野運動広場 31 28 117 8,079 

 

２ ３月予定  

日 曜 内   容 担当班 場 所 出席者 

２ 土 
富里市スポーツ少年団主催  

ボッチャ大会  

ｽﾎﾟｰﾂ 

振興班 

富里社会体育館  

２階アリーナ  

教育長 

課長 

スポーツ振興班  

６ 水 

富里市学校体育施設開放  

利用団体代表者会議  ｽﾎﾟｰﾂ 

振興班 

富里中央公民館  

講堂 

課長 

スポーツ振興班  

富里市スポーツ協会  

役員会 

富里中央公民館  

小会議室 
スポーツ振興班  

９～ 

１０ 

土 

日 

全国ご当地ラン＆ライド  

２０２４ 

ｽﾎﾟｰﾂ 

振興班 

東京ﾄﾞｰﾑｼﾃｨ内  

各会場 

市長（予定）、 

議長（予定）、 

教育長（予定）、 

課長、スポーツ

振興班 

１４ 木 

富里市スポーツ少年団  

常任委員及び指導者協議会

委員会議 

ｽﾎﾟｰﾂ 

振興班 

富里中央公民館  

２階研修室  
スポーツ振興班  

１９ 火 
富里市スポーツ協会  

理事会 

ｽﾎﾟｰﾂ 

振興班 

富里中央公民館  

４階大会議室  

課長 

スポーツ振興班  

未定  
富里市スポーツ推進委員協

議会 役員会  

ｽﾎﾟｰﾂ 

振興班 
未定 スポーツ振興班  
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月 例 報 告（２月） 

とみらいテラス（図書館） 

１ 月例報告 

日 曜 内  容 場  所 出席者 

１ 木 おはなし会 
葉山キッズ子育て 

支援センター 

親子読書支援 

コンシェルジュ 

2 金 おはなし会 
北部コミュニティ

センター 

親子読書支援 

コンシェルジュ 

15 木 おはなし会 
向台子育て 

支援センター 

親子読書支援 

コンシェルジュ 

17 土 たんけん隊 館内 図書館職員 

21 水 映画会（梅切らぬバカ） ＡＶホール 図書館職員  

22 木 みんなであそぼう 研修会議室3 
親子読書支援 

コンシェルジュ 

23 金 親子あそび 児童コーナー 

NPO ホタルの会 

親子読書支援 

コンシェルジュ 

24 土 土曜おはなし会 おはなしの部屋 図書館職員 

28 水 親子おはなし会 研修会議室3 

図書館ボランティア

「もりのなか」  

図書館職員  

 

 (1) 利用状況 

内  容 １月 年 度 累 計 

開館日数 22 245 

入館者数 13,010 168,136 

貸出者数（団体以外） 3,121 35,892 

貸出冊数（団体以外） 11,694 128,968 

新規登録者数 83 1,192 

リクエスト冊数 1,664 15,368 

ＡＶブース利用回数 33 841 

インターネットブース利用回数 28 244 

ホームページアクセス数 7,000 63,305 

おはなし会参加者数 
2 回 

3 名 

22 回 

94 名 

臨時おはなし会参加者数 
1 回 

11 名 

14 回 

132 名 

映画会鑑賞者数 
2 回 

42 名 

20 回 

422 名 

視察者数 
0 回 

0 名 

0 回 

0 名 
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２ ３月の予定 

日 曜 内  容 場  所 出席者 

１ 金 おはなし会 
北部コミュニティ

センター 

親子読書支援 

コンシェルジュ 

7 木 おはなし会 
向台子育て 

支援センター 

親子読書支援 

コンシェルジュ 

9 土 土曜おはなし会 おはなしの部屋 図書館職員 

12 火 おはなし会 
葉山キッズ子育て 

支援センター 

親子読書支援 

コンシェルジュ 

13 水 親子おはなし会 研修会議室3 

図書館ボランティア

「もりのなか」  

図書館職員  

13 水 映画会（永遠のニシパ） ＡＶホール 図書館職員  

14 木 みんなであそぼう 研修会議室3 
親子読書支援 

コンシェルジュ 

22 金 親子あそび 児童コーナー 

NPO ホタルの会 

親子読書支援 

コンシェルジュ 

23 土 土曜おはなし会 おはなしの部屋 図書館職員 

23 土 講座「御料牧場の歴史」 ＡＶホール 図書館職員  

27 水 春のおはなし会 研修会議室3 

図書館ボランティア

「もりのなか」  

図書館職員  

 

 

３ 複合化に係る利用状況等 

（1）親子読書支援コンシェルジュ 

 1 月 年度累計 

対応人数 133 組 285 人 1,914 組 4,602 人 

支

援

内

容 

見守り 122 組  1,709 組  

読み聞かせ 21 組  362 組  

絵本紹介 62 組  999 組  

相談等 26 組  291 組  

行事参加 28 組  341 組  

 

（2）読書通帳活用状況 

 1 月 年度累計 

通帳配布数 21 冊 201 冊 

スタンプ数 146 個 1,640 個 
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（3）学校連携 

 1 月 年度累計 

よむよむ便 

（小学校） 

（年 3 回 1,050 冊/7 校） 

(5,9,12 月実施予定) 

１回 1,050 冊/7 校 

  3,150 冊/3 回 

中学校定期便 （年 2 回、5 月・10 月実施予定）    600 冊/2 回 

調べ学習 1 月 1 件 30 冊 4 月～1 月 28 件/451 冊 

図書館資料活用便 1 月 0 件  0 冊 4 月～1 月 11 件/508 冊 

 

（4）企画展示本 

  ○一般書展示本  2 月「新しい趣味を見つけよう！」  

  ○児童書展示本  2 月「つくる人？たべる人？おかしの本」  

 

（5）市民ギャラリー 

実施月 実施場所 実施期間 作家・テーマ 

２月 

ギャラリーＡ 
令和６年２月１日 

～２月２５日 
富里中学校美術部作品展 

ギャラリーＢ 
令和６年２月９日 

～３月２７日 
選挙ポスター展 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


